
【資料５】

１　収入の部

１　指定管理料

２　利用料金

３　その他

２　支出の部（仕様書７業務内容等の経費を含む。）

１　人件費
 1　給与

 2　諸手当

 3　賃金

 4　福利厚生費

 5　その他

２　運営費
 1　報償費

 2　旅費

 3　消耗品費

 4　燃料費

 5　食糧費

 6　印刷製本費

 7　光熱水費

 8　修繕費

 9　通信費

10　広告料

11　手数料

12　委託料

13　使用料及び賃借料

14　公租公課

15　負担金

16　備品購入費

17　その他

３　事業費
 1　企画事業費

 2　

 3　その他

４　一般管理費
 1　一般管理費

 1　指定管理料 上限額23,822千円

項　　　目

 3　その他 必要な項目は適宜欄を追加し記載すること。

 2　

備考

電気、水道、ガス

1,853千円を下回った場合はその差額を市に返納する
ものとする。

複写機リース料等

【間接経費】（施設の管理運営に係る経費で直接経費以外のもの　例：組織機能の維持に係る経費など）

【直接経費】（施設の運営に直接必要となる経費　例：施設に勤務する職員の人件費や施設の光熱水費など）

必要な項目は適宜欄を追加し記載すること。

必要な項目は適宜欄を追加し記載すること。

施設名：盛岡市勤労福祉会館

経費の項目

消耗品、定期購読新聞代等

重油、灯油ほか

電話、郵便料等

入居団体電気料等

 1　利用料金　

算　定　の　基　礎

 1　雑収入

項　　　目


